
８第８号議案  

 

愛知県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に 

関する規則の一部改正について 

 

このことについて、愛知県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する規則の一部を改正したいので、別添案を添えて請議します。 

令和８年３月２６日提出 

 

教育長 川 原  馨   

 

説 明 

この案を提出するのは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるからである。 

 



愛知県教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に 

関する規則の一部改正の概要 

 

 

１ 改正の理由  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

条例の一部改正に伴う関係規定の整理 

 

２ 改正の内容  規則の一部を次のように改正する。 

「第六条」を「第七条」に改める。 

 

３ 施 行 期 日  令和８年４月１日 

 

 
行政手続等にお

ける情報通信の

技術の利用に関

する条例 

令和8年4月1日

施行 
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   愛 知 県 教 育 委 員 会 に 係 る 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則  

 愛 知 県 教 育 委 員 会 に 係 る 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 六 年

七 月 十 六 日 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 「 第 六 条 」 を 「 第 七 条 」 に 改 め る 。 

   附 則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 
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（
愛
知
県
教
育
委
員
会
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
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技
術
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利
用
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す
る
規
則
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行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
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利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
愛

知
県
条
例
第
一
号
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第
三
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第
七
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
愛
知
県
教
育
委
員
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対
し
て
行
い
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又
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愛
知
県
教
育
委
員
会
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行
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こ
と
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さ
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手
続
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情

報
処
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又
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す
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